◆◇◆◇◆　指定された学校の変更手続きについて　◆◇◆◇◆
児童生徒の通学する学校は、市教育委員会が児童生徒の住所により指定しており、通学する学校の変更については、保護者の申立理由が一定の要件を満たす場合に認めております。対象学年を限定している基準もありますので、詳しくは下表をご覧ください。
学　校　指　定　変　更　許　可　の　基　準　等
	　
	基準
	対象学年
	許可期間
	添付書類
	備考

	1
	地理的(地域的)理由
	・新入学児童（小学校）

・新入学生徒（中学校）
・全学年
	卒業までの期間
	
	・通学距離、交通の便 (安全上)から変更が妥当な場合
・学校の新設・統廃合、住宅開発等により通学区域に関する状況が大きく変化し、変更が妥当な場合

	2
	身体的(病弱・肢体不自由等)
	・新入学児童（小学校）
・新入学生徒（中学校）

・全学年
	必要と認められる期間
	・医師の診断書の写し等
・その他証明できるもの
	・身体的理由(病弱・虚弱・肢体不自由等)で、施設が整っているなど、受け入れ可能な学校に通いたい場合

	３
	家庭(個別)の特殊事情
	・新入学児童（小学校）

・新入学生徒（中学校）

・全学年
	必要と認められる期間
	・学校長の意見書

(内容によっては、関係機関の調書等、事情の分かる書類添付)
	・家族の別居、破産・倒産による債権の取立て、火災・天災、家族の病気、その他特殊な事情がある場合

	４
	特別支援教育
	・新入学児童（小学校）

・新入学生徒（中学校）

・全学年
	必要と認められる期間
	・教育支援委員会の答申等
	・特別支援学級のある学校へ通学するなどの場合

	５
	年度途中・学期途中の転居
	・全学年
	卒業までの期間
	
	・住所が変わったが、これまでの学校での就学を希望する場合（通学面で支障のないものに限る）

	６
	同一世帯の兄弟姉妹関係
	・新入学児童（小学校）

・新入学生徒（中学校）

・全学年
	卒業までの期間
	
	・兄姉と同一の学校での就学を希望する場合

	７
	留守家庭
	・新入学児童（小学校）

・新入学生徒（中学校）

・全学年
	必要と認められる期間
	・保護者の就労がわかるもの

（雇用先から交付される健康保険被保険者証、就労証明書等）

・児童保育証明書

・その他証明できるもの
	・例えば、夫婦共働きであることから、放課後は児童を祖父母宅で預かる場合など

※指定校に放課後児童会しか開設されていない場合は児童館等の利用も要件として認める。この場合においては、児童保育証明書の添付不要。

	８
	転居予定(おおむね1年以内)
	・新入学児童（小学校）

・新入学生徒（中学校）

・全学年
	完成・引渡し予定日の属する学期終了まで
	・建築確認申請書、賃貸借契約書の写し等

・その他証明できるもの
	・1年以内に転居予定があり、事前に転居先での就学を希望する場　　
　合

	９
	教育的配慮により、教育長が特に認めるもの
	・新入学児童（小学校）
・新入学生徒（中学校）

・全学年
	教育委員会が認める期間
	・学校長の意見書やカウンセラーの所見書または医師の診断書を添付
※不登校等対応拠点校（特認校）の８校は、意見書必要なし。
	・不登校（不登校傾向や不登校になるおそれも含む）等により、他の学校で就学を希望する場合
※不登校等対応拠点校（特認校）の８校では、校内教育支援センターの教育活動を推進することとしており、意見書は必要なし。８校以外については、これまで通り意見書等が必要。
・教育的な配慮により変更が妥当な場合（入学予定者が極端に少ない、指定の中学校に入部希望の部活動がない等）


あ注　　意あ
●添付書類の欄に書類の記載のない場合であっても、新たに必要が生じたときは、書類の提出を求めることがあります。

●学校施設の状況から受け入れが困難と認められる青森市立泉川小学校、青森市立浜田小学校にあっては、「1.地理的理由」、「8.留守家庭」での変更を認めていません。
●学校指定変更許可後に住民異動等があった場合でも、「1.地理的理由」以外は許可期間までは継続して変更を認めるものとします。
●青森市立造道小学校・青森市立堤小学校・青森市立油川小学校・青森市立新城中央小学校・青森市立油川中学校・青森市立新城中学校・青森市立浦町中学校・青森市立造道中学校の８校では、校内教育支援センターの教育活動を推進する不登校等対応拠点校（特認校）としており、「９.教育的配慮」の不登校等の理由により、市内全域からの転入学を認めております。
